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別 紙  

 

 

陸上自衛隊伊丹駐屯地新山本宿舎

（仮称）整備事業  

 

 

事業契約の内容  

 

 

 

 

令 和 8 年 3 月  

防  衛  省   
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1 .  公 共 施 設 等 の 名 称  

公 務 員 宿 舎 、 こ れ に 附 帯 す る 工 作 物 及 び そ の 他 の 施 設 （ 集 会

所 、 駐 車 場 等 ）  

 

2 .  公 共 施 設 等 の 立 地  

兵 庫 県 宝 塚 市 山 本 野 里 ３ 丁 目 3 0 他  

兵 庫 県 伊 丹 市 大 野 １ 丁 目 1 2 8  

 

3 .  選 定 事 業 者 の 商 号 又 は 名 称  

三 菱 Ｈ Ｃ キ ャ ピ タ ル グ ル ー プ  

 

4 .  公 共 施 設 等 の 整 備 等 の 内 容  

・ 施 設 整 備 業 務  

・ 維 持 管 理 業 務  

・ 附 帯 的 事 業 に 関 す る 提 案  

 

5 .  契 約 期 間  

契 約 締 結 日 か ら 令 和 1 7 年 3 月 3 1 日 ま で  

 

6 .  契 約 金 額  

5 , 0 9 7 , 8 5 1 , 6 0 7 円 （ 税 込 み ）  

 

7 .  事 業 の 継 続 が 困 難 に な っ た 場 合 に お け る 措 置 に 関 す る 事 項  

事 業 契 約 書 に お け る 以 下 の 条 項 の と お り で あ る 。  

 

第 6 2 条 （ 発 注 者 に よ る 任 意 解 除 ）   

発 注 者 は 、 本 事 業 の 必 要 が な く な っ た 場 合 、 公

務 員 宿 舎 等 の 転 用 が 必 要 と な っ た 場 合 又 は そ の 他

発 注 者 が 必 要 と 認 め る 場 合 に は 、 3 0 日 以 上 前 に 受

注 者 に 通 知 す る こ と に よ り 、 本 契 約 を 解 除 す る こ

と が で き る 。 た だ し 、 公 務 員 宿 舎 等 の 引 渡 し 後

は 、 引 渡 し 済 み の 公 務 員 宿 舎 等 の 設 計 及 び 建 設 の

業 務 に 関 す る 部 分 を 解 除 す る こ と は で き な い 。  
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第 6 3 条  ( 受 注 者 の 債 務 不 履 行 等 に よ る 解 除 権 )  

1  受 注 者 が 次 の 各 号 の 一 に 該 当 す る と き は 、 発 注 者

は 、特 段 の 催 告 を す る こ と な く 、本 契 約 の 全 部 を 解

除 す る こ と が で き る 。た だ し 、公 務 員 宿 舎 等 の 引 渡

し 後 、解 除 事 由 が 生 じ た 場 合 は 、発 注 者 は そ の 選 択

に よ り 維 持 管 理 業 務 に 関 す る 部 分 の み を 解 除 す る

こ と も で き る も の と し 、以 下 、本 条 に お い て 同 様 と

す る 。   

( 1 ) 正 当 な 理 由 な く 、 設 計 又 は 建 設 工 事 に 着 手 す べ

き 時 期 を 過 ぎ て も 、 設 計 又 は 建 設 工 事 に 着 手 し

な い と き 。   

( 2 ) そ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 別 紙 3 に 規 定

す る 建 設 工 事 工 程 表 に 記 載 さ れ た し ゅ ん 工 予 定

日 か ら 3 ヶ 月 が 経 過 し て も 、公 務 員 宿 舎 等 の し ゅ

ん 工 が で き な い と き 、 又 は そ の 見 込 み が 明 ら か

で な い と き 。   

( 3 ) そ の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 、 本 契 約 の 履 行

が 不 可 能 又 は 困 難 と な っ た と き 。  

( 4 ) 第 7 3 条 第 1 項 の 規 定 に 違 反 し て 本 契 約 上 の 地 位

又 は 本 契 約 に か か る 権 利 義 務 の 全 部 若 し く は 一

部 を 譲 渡 し た と き 。   

( 5 ) 引 き 渡 さ れ た 公 務 員 宿 舎 等 又 は 本 事 業 の う ち

設 計 又 は 建 設 工 事 に 係 る 成 果 物 に 契 約 不 適 合 が

あ る 場 合 に お い て 、 そ の 不 適 合 が 目 的 物 を 除 却

し た 上 で 再 び 建 設 し な け れ ば 、 契 約 の 目 的 を 達

成 す る こ と が で き な い も の で あ る と き 。   

( 6 ) 受 注 者 が 本 契 約 の 目 的 物 の 完 成 の 債 務 の 履 行

を 拒 絶 す る 意 思 を 明 確 に 表 示 し た と き 。   

( 7 ) 本 契 約 の 目 的 物 の 性 質 や 当 事 者 の 意 思 表 示 に

よ り 、 特 定 の 日 時 又 は 一 定 の 期 間 内 に 履 行 し な

け れ ば 契 約 を し た 目 的 を 達 す る こ と が で き な い

場 合 に お い て 、 受 注 者 が 履 行 を し な い で そ の 時

期 を 経 過 し た と き 。   

( 8 ) 前 各 号 に 規 定 す る 埸 合 の ほ か 、 本 契 約 に 違 反 し

そ の 違 反 に よ り 本 契 約 の 目 的 を 達 す る こ と が で

き な い と 発 注 者 が 判 断 し た と き 。   

2  第 1 項 及 び 第 4 項 に 規 定 さ れ る も の 以 外 で 、 受 注 者

が 本 契 約 上 の 義 務 を 履 行 せ ず 、か つ 、発 注 者 が 相 当

の 期 間 を 定 め て 催 告 し て も な お 受 注 者 が 履 行 し な

い と き は 、 発 注 者 は 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き
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る 。   

3  受 注 者 の 破 産 、 会 社 更 生 、 民 事 再 生 又 は 特 別 清 算

の 手 続 の 開 始 そ の 他 こ れ ら に 類 似 す る 手 続 の 開 始

を 申 立 て ま た は 申 立 て ら れ た と き は 、発 注 者 は 、本

契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。   

4  発 注 者 は 、 受 注 者 が 実 施 す る 維 持 管 理 業 務 の 水 準

が 維 持 管 理 業 務 要 求 水 準 を 満 た さ な い 場 合 に は 、

別 紙 6 に 規 定 さ れ る と こ ろ に 従 っ て 本 契 約 の 全 部

又 は 一 部 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

 

第 6 4 条  ( 発 注 者 の 債 務 不 履 行 に よ る 解 除 権 )   

発 注 者 が 本 契 約 上 の 重 要 な 義 務 に 違 反 し 、 受 注

者 に よ る 通 知 の 後 、 6 0 日 以 内 に 当 該 違 反 が 是 正 さ

れ な い 場 合 、 又 は 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に

よ り 、 本 契 約 に 基 づ く 受 注 者 の 重 要 な 義 務 の 履 行

が 不 能 と な っ た 場 合 、 受 注 者 は 本 契 約 の 全 部 を 解

除 す る こ と が で き る 。  

 

第 6 5 条  ( 不 可 抗 力 等 の 場 合 の 解 除 権 )   

1  不 可 抗 力 に よ り 、 公 務 員 宿 舎 等 の 損 傷 又 は 長 期 間

に わ た る 事 業 停 止 等 が 生 じ 、 そ の 修 復 が 困 難 な た

め 、 本 事 業 の 継 続 の 可 能 性 が な い と 認 め ら れ る 場

合 又 は 法 令 の 新 設 又 は 改 正 等 に よ り 本 事 業 の 継 続

の 可 能 性 が 失 わ れ た と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 発 注

者 又 は 受 注 者 は 、協 議 の 上 、本 契 約 を 解 除 す る こ と

が で き る 。た だ し 、公 務 員 宿 舎 等 の 引 渡 後 は 、維 持

管 理 業 務 に 関 す る 部 分 の み を 解 除 す る こ と が で き

る も の と し 、 以 下 、 本 条 に お い て 同 様 と す る 。   

2  本 事 業 計 画 地 の 瑕 疵 ( 本 事 業 計 画 地 の 地 中 に 存 す

る 建 物 等 の 基 礎 及 び 杭 等 に よ り 公 務 員 宿 舎 等 の 建

設 を 行 う こ と が 困 難 と な っ た 場 合 を 含 む 。 ) 、 埋 蔵

文 化 財 の 発 見 等 に 起 因 し て 、 本 事 業 の 継 続 の 可 能

性 が な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、 発 注 者 又 は 受 注

者 は 、 協 議 の 上 、 本 契 約 を 解 除 す る こ と が で き る 。  

3  前 2 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 附 帯 的 事 業 に つ い て

の み 事 業 継 続 の 可 能 性 が な い と 認 め ら れ る 場 合 に

は 、発 注 者 及 び 受 注 者 は 、本 契 約 を 解 除 す る こ と が

で き な い 。  
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第 6 6 条  ( 解 除 の 効 力 )   

1  第 6 2 条 、 第 6 4 条 及 び 第 6 5 条 の 規 定 に よ り 本 契 約 の

全 部 が 解 除 さ れ た 場 合 に お い て 、 当 該 解 除 が 解 除

に か か る 公 務 員 宿 舎 等 の 第 3 6 条 に よ る 引 渡 前 で あ

る と き は 、 受 注 者 は 当 該 宿 舎 の 出 来 形 部 分 を 発 注

者 に 譲 渡 し 、発 注 者 は 、そ の 引 渡 し を 受 け る も の と

す る 。第 6 3 条 、別 紙 1 1 又 は 別 紙 1 2 の 規 定 に よ り 本 契

約 が 解 除 さ れ た 場 合 に お い て は 、 当 該 解 除 が 解 除

に か か る 公 務 員 宿 舎 等 の 第 3 6 条 に よ る 引 渡 前 で あ

る と き は 、発 注 者 は 、そ の 選 択 に 従 い 、受 注 者 か ら

当 該 宿 舎 の 出 来 形 部 分 を 買 い 受 け た 上 で そ の 引 渡

し を 受 け 、 又 は 買 受 け を し な い こ と が で き る も の

と す る 。   

2  第 4 9 条 第 3 項 、 第 6 2 条 な い し 第 6 5 条 の 規 定 に よ り

本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 が 解 除 さ れ た 場 合 に お い

て 、 当 該 解 除 が 解 除 に か か る 公 務 員 宿 舎 等 の 引 渡

後 で あ る と き は 、 発 注 者 は 当 該 宿 舎 の 所 有 権 を 引

き 続 き 保 有 す る も の と す る 。  

3  第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 解 除 に か か る 公 務 員

宿 舎 等 の 建 設 進 捗 程 度 か ら 見 て 本 事 業 計 画 地 の 原

状 回 復 が 社 会 通 念 上 合 理 的 で あ る と 認 め ら れ る 場

合 、発 注 者 は 、受 注 者 に 対 し 、本 事 業 計 画 地 を 原 状

回 復 す る よ う 請 求 で き る 。か か る 場 合 に お い て 、本

契 約 の 解 除 の 原 因 が 第 4 9 条 第 3 項 に 定 め る 事 由 、 発

注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 、不 可 抗 力 、法 令 変 更 又

は 第 6 5 条 第 2 項 に 規 定 さ れ る 本 事 業 計 画 地 の 瑕 疵

若 し く は 埋 蔵 文 化 財 の 発 見 等 に 基 づ く 場 合 、 発 注

者 が そ の 費 用 を 負 担 す る も の と し 、 同 原 因 が 不 可

抗 力 に 基 づ く 場 合 に は 、当 該 費 用 の う ち 、第 8 3 条 第

1 項 の 規 定 に よ り 付 さ れ た 保 険 等 に よ り て ん 補 さ

れ た 部 分 及 び 受 注 者 が 不 可 抗 力 に よ り 保 険 金 を 受

領 し た 場 合 の 当 該 保 険 金 額 を 除 く 費 用 額 の う ち 、

設 計 • 建 設 費 相 当 分 ( た だ し 、 支 払 利 息 相 当 額 を 除

く も の と し 、 消 費 税 相 当 額 を 含 ん だ 金 額 と す る 。 )

の 1 % に 相 当 す る 部 分 ま で に つ い て は 受 注 者 が 負 担

し 、 そ れ を 超 え る 部 分 に つ い て は 合 理 的 な 範 囲 で

発 注 者 が 負 担 す る も の と す る 。な お 、受 注 者 の 責 め

に 帰 す べ き 事 由 に 基 づ く 場 合 、 受 注 者 が そ の 費 用

を 負 担 す る も の と す る 。   
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4  前 項 の 場 合 に お い て 、 受 注 者 が 正 当 な 理 由 な く 、

相 当 の 期 間 内 に 原 伏 回 復 の 処 分 を 行 わ な い と き

は 、発 注 者 は 、受 注 者 に 代 わ っ て 原 状 回 復 の 処 分 を

行 う こ と が で き 、 受 注 者 の 帰 責 事 由 に 基 づ く と き

は 、 こ れ に 要 し た 費 用 を 受 注 者 に 求 償 す る こ と が

で き る 。こ の 場 合 に お い て は 、受 注 者 は 、発 注 者 の

処 分 に つ い て 異 議 を 申 し 出 る こ と が で き な い 。  
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8 .  契 約 終 了 時 の 措 置 に 関 す る 事 項  

事 業 契 約 書 に お け る 以 下 の 条 項 の と お り で あ る 。  

 

第 5 9 条  ( 契 約 終 了 時 の 事 務 )  

１ 受 注 者 は 、本 契 約 が 終 了 し た 場 合 ( 維 持 管 理 業 務 に

関 す る 部 分 が 解 除 さ れ た 場 合 を 含 む 。以 下 、本 条 に

お い て 同 じ 。 ) に お い て 、 事 業 場 所 又 は 公 務 員 宿 舎

等 内 の 受 注 者 の た め の 提 供 施 設 等 に 受 注 者 が 所 有

又 は 管 理 す る 工 事 材 料 、 建 設 • 業 務 機 械 器 具 、 仮 設

物 そ の 他 の 物 件 ( 受 注 者 の 業 務 を 受 託 し 又 は 請 け

負 う 者 等 が 所 有 又 は 管 理 す る 物 件 を 含 む 。 ) が あ る

と き は 、事 業 者 は 当 該 物 件 等 を 直 ち に 撤 去 し 、事 業

場 所 又 は 提 供 施 設 等 を 原 状 に 回 復 し て 、 発 注 者 の

確 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

2  受 注 者 は 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 が 終 了 す る 場 合

に は 、発 注 者 又 は 発 注 者 の 指 示 す る 者 に 、本 契 約 の

終 了 に か か る 公 務 員 宿 舎 等 の 維 持 管 理 業 務 の 必 要

な 引 継 ぎ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

3  受 注 者 は 、 事 由 の 如 何 を 問 わ ず 、 本 契 約 の 全 部 又

は 一 部 が 終 了 し た 場 合 に は 、 第 5 4 条 の 規 定 に か か

わ ら ず 、 本 条 第 2 項 の 業 務 を す べ て 終 了 し た 上 で 、

業 務 終 了 か ら 1 0 日 ( 土 日 及 び 祝 祭 日 を 除 く ) 以 内

に 、 本 契 約 の 終 了 に か か る 公 務 員 宿 舎 等 の 維 持 管

理 業 務 の 最 終 支 払 対 象 期 間 の 業 務 報 告 書 を 発 注 者

に 提 出 し 、 発 注 者 の 確 認 を 受 け る も の と す る 。  

4  受 注 者 の 維 持 管 理 業 務 の 実 施 期 間 ( 対 価 の 支 払 の

な い 期 間 に 限 る 。 ) が 半 年 に 満 た な い 場 合 に は 、 発

注 者 は 、 受 注 者 の 実 施 期 間 に 応 じ て 日 割 り し た 金

額 を . 維 持 管 理 費 相 当 分 と し て 受 注 者 に 支 払 う も

の と す る  

 

第 6 7 条  ( 違 約 金 )  

1  第 6 3 条 各 項 の 規 定 に よ り 契 約 が 解 除 さ れ た 場 合

( 維 持 管 理 業 務 の 部 分 の み が 解 除 さ れ た 場 合 も 含

む 。 ) に お い て は 、 受 注 者 は 、 次 の 各 号 に 従 い 、

各 号 に 定 め る 額 を 違 約 金 と し て 発 注 者 の 指 定 す る

期 限 ま で に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。   

( 1 )  公 務 員 宿 舎 等 の 引 渡 前 に 解 除 さ れ た 場 合   
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解 除 に か か る 公 務 員 宿 舎 等 の 設 計 ・ 建 設 費 相 当

分 ( た だ し 、 支 払 利 息 相 当 額 を 除 も の と し 、 消 費

税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 ん だ 金 額 と す る 。 ) の 1 0 分

の 1 に 相 当 す る 額 。  

( 2 )  公 務 員 宿 舎 等 の 引 渡 後 に 解 除 さ れ た 場 合   

解 除 に か か る 公 務 員 宿 舎 等 の 解 除 時 か ら 事 業 期

間 終 了 時 点 ま で に 収 受 予 定 で あ っ た 維 持 管 理 費 用

相 当 分 ( 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 相 当 額 を 含 む 。 ) の

総 額 の 1 0 分 の 1 に 相 当 す る 額  

2  前 項 第 1 号 の 場 合 に お い て 、 発 注 者 を 被 保 険 者 と

す る 履 行 保 証 保 険 契 約 が 締 結 さ れ て い る と き は 、

発 注 者 が 受 領 し た 当 該 履 行 保 証 保 険 に 係 る 保 険 金

は 、 こ れ を も っ て 違 約 金 に 充 当 す る 。  

3  受 注 者 は 、 第 6 3 条 に 基 づ く 解 除 に 起 因 し て 発 注

者 が 被 っ た 損 害 額 （ 発 注 者 に お い て 生 じ た 人 件 費

そ の 他 諸 経 費 の み な ら ず 、 契 約 不 適 合 の 是 正 の た

め 又 は 解 除 さ れ た 本 契 約 に 代 わ る 本 事 業 若 し く は

本 事 業 の 後 継 事 業 の 遂 行 の た め に 発 注 者 が 第 三 者

と の 間 で 新 た な 契 約 を 締 結 す る た め に 要 し た 費 用

（ 当 該 契 約 の 入 札 そ の 他 公 募 手 続 追 行 費 用 を 含 む

が 、 こ れ ら に 限 ら れ な い 。 ） が 第 1 項 の 違 約 金 の

額 を 上 回 る と き は 、 そ の 差 額 を 発 注 者 の 請 求 に 基

づ き 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。   

4  発 注 者 は 、 受 注 者 に 対 し 、 次 の 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る と き は 、 こ れ に よ っ て 生 じ た 損 害 の 賠

償 を 請 求 す る こ と が で き る 。 た だ し 、 第 １ 項 及 び

第 ３ 項 の 違 約 金 の 支 払 い が あ っ た と き は 、 発 注 者

が 被 っ た 損 害 額 が 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 の 違 約 金 の 合

計 支 払 額 を 超 過 し た 金 額 を 上 限 と す る 。  

( 1 )  建 設 工 事 の 目 的 物 に 契 約 不 適 合 が あ る と き 。   

( 2 )  第 6 3 条 の 規 定 に よ り 本 契 約 が 解 除 さ れ た と

き 。   

( 3 )  前 各 号 に 掲 げ る 場 合 の ほ か 、 受 注 者 が 本 契 約

上 の 債 務 に つ き 債 務 の 本 旨 に 従 っ た 履 行 を し な

い と き 又 は 債 務 の 履 行 が 不 能 で あ る と き 。   

5  次 の 各 号 に 掲 げ る 者 が 本 契 約 を 解 除 し た 場 合

は 、 受 注 者 が そ の 債 務 の 履 行 を 拒 否 し 若 し く は 受

注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ っ て 受 注 者 の 債 務

に つ い て 履 行 不 能 と な っ た 場 合 と み な し 、 第 １ 項

な い し 第 ３ 項 を 適 用 す る 。  
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( 1 )  受 注 者 に つ い て 破 産 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た

場 合 に お い て 、 破 産 法 （ 平 成 1 6 年 法 律 第 7 5 号 ）

の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 破 産 管 財 人   

( 2 )  受 注 者 に つ い て 更 生 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た

場 合 に お い て 、 会 社 更 生 法 （ 平 成 1 4 年 法 律 第

1 5 4 号 ） の 規 定 に よ り 選 任 さ れ た 管 財 人   

( 3 )  受 注 者 に つ い て 再 生 手 続 開 始 の 決 定 が あ っ た

場 合 に お い て は 、 再 生 債 務 者 又 は 民 事 再 生 法

（ 平 成 1 1 年 法 律 第 2 2 5 号 ） の 規 定 に よ り 選 任 さ

れ た 管 財 人   

6  第 6 2 条 第 0 項 又 は 第 6 4 条 規 定 に 基 づ き 、 契 約 が 解

除 さ れ ( 維 持 管 理 業 務 の 部 分 の み が 解 除 さ れ た 場

合 も 含 む ) 、 解 除 に 起 因 し て 受 注 者 に お い て 損 害 が

生 じ た 場 合 、発 注 者 は 、受 注 者 の 被 っ た 損 害 を 賠 償

し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、受 注 者 又 は 民 間 事 業

者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に 起 因 し て 同 項 に 定 め る

解 除 が な さ れ た 場 合 を 除 く も の と す る 。  

 

第 6 8 条  ( 解 除 時 の 対 価 等 の 支 払 )   

1  発 注 者 は 、 解 除 に か か る 公 務 員 宿 舎 等 の 出 来 高 部

分 に つ い て 、第 6 9 条 に よ る 検 査 を 行 い 、検 查 に 合 格

し た 部 分 の 引 渡 し を 受 け た 場 合 に は 、 そ の 対 価 と

し て 受 注 者 に 対 し 、 出 来 高 相 当 分 の 金 額 ( 附 帯 的 事

業 施 設 と 公 務 員 宿 舎 に 係 る 区 分 所 有 施 設 に つ い て

は 、 発 注 者 の 専 有 部 分 と な る 公 務 員 宿 舎 部 分 の 出

来 高 相 当 分 及 び 共 用 部 分 の 出 来 形 相 当 分 を 公 務 員

宿 舎 と 附 帯 的 事 業 施 設 の 専 有 面 積 の 割 合 に よ り 按

分 し た 公 務 員 宿 舎 分 に 相 当 す る 額 を い う 。以 下 、本

条 に お い て 同 じ 。 ) を 、 支 払 時 点 ま で の 利 息 を 付 し

た ー 括 又 は 分 割 払 い に よ り 支 払 う 。た だ し 、発 注 者

が 第 6 6 条 第 1 項 第 2 文 に 従 い 、 そ の 選 択 に よ り 公 務

員 宿 舎 等 の 出 来 形 部 分 を 買 い 受 け る 場 合 に は 、 そ

の 対 価 の 支 払 い は 発 注 者 と 受 注 者 が 協 議 し て 定 め

る も の と す る 。  

2  発 注 者 は 、 第 7 0 条 に よ る 検 査 を 行 い 、 維 持 管 理 業

務 の 引 継 ぎ を 受 け た 場 合 に は 、 解 除 に か か る 公 務

員 宿 舎 等 に つ い て 、 設 計 ・ 建 設 費 相 当 分 の 残 額 を 、

別 紙 8 に 規 定 す る 解 除 前 の 支 払 ス ケ ジ ュ ー ル に 従

っ て 、 受 注 者 に 支 払 う 。  
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3  前 2 項 の 場 合 に お い て 、 本 契 約 の 全 部 又 は 一 部 の

解 除 が 発 注 者 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 、不 可 抗 力 、又

は 法 令 の 新 設 若 し く は 改 正 等 に 基 づ く と き は 、 受

注 者 は 、 前 2 項 に 定 め る 外 、 当 該 解 除 に よ り 生 じ た

損 害 の 賠 償 を 発 注 者 に 請 求 を す る こ と が で き 、 発

注 者 は 、 か か る 請 求 金 額 を 支 払 時 点 ま で の 利 息 を

付 し た ー 括 又 は 分 割 払 い に よ り 、 受 注 者 に 支 払 わ

な け れ ば な ら な い 。た だ し 、当 該 解 除 が 不 可 抗 力 又

は 法 令 の 新 設 若 し く は 改 正 等 に 基 づ く 場 合 の 損 害

額 は 、 当 該 解 除 に よ り 受 注 者 に 発 生 し た 追 加 費 用

額 と み な す 。  

4  第 6 2 条 の 規 定 に よ り 契 約 を 解 除 し た 場 合 、 受 注 者

は こ れ に よ っ て 生 じ た 損 失 に つ き 、 発 注 者 に 対 し 、

国 有 財 産 法 2 4 条 第 2 項 の 規 定 に 準 じ て 補 償 を 求 め

る こ と が で き る 。  

 

第 6 9 条  ( 公 務 員 宿 舎 等 の 引 渡 前 の 解 除 )   

1  本 契 約 の 解 除 に か か る 公 務 員 宿 舎 等 の 解 除 時 点

に お い て 引 渡 前 の 場 合 に お い て は 、 第 6 6 条 第 1 項 第

2 文 に 基 づ き 発 注 者 が 出 来 形 部 分 の 買 受 け を し な

い こ と を 選 択 し た 場 合 ま た は 第 3 項 に 掲 げ る 場 合

を 除 き 、発 注 者 は 、解 除 に か か る 公 務 員 宿 舎 等 の 出

来 形 部 分 を 検 査 の 上 、 当 該 検 査 に 合 格 し た 部 分 の

引 渡 し を 受 け る も の と す る 。こ の 場 合 に お い て 、発

注 者 は 、必 要 が あ る と 認 め ら れ る と き は 、そ の 理 由

を 受 注 者 に 通 知 し て 、 出 来 形 部 分 を 最 小 限 度 破 壊

し て 検 査 す る こ と が で き る 。   

2  前 項 の 場 合 に お い て 、 検 査 又 は 復 旧 に 直 接 要 す る

費 用 は 、受 注 者 の 負 担 と す る 。た だ し 、受 注 者 の 責

に 帰 す べ か ら ざ る 事 由 に よ る 解 除 の 場 合 は 、 こ の

限 り で は な い 。  

 

第 7 0 条  ( 公 務 員 宿 舎 等 の 引 渡 後 の 解 除 )   

1  公 務 員 宿 舎 等 の 引 渡 後 に 維 持 管 理 業 務 に 関 す る

部 分 の み が 解 除 さ れ た 場 合 に は 、 受 注 者 は 、 第 2 項

及 び 第 3 項 の 手 続 終 了 後 速 や か に 、 解 除 に か か る 公

務 員 宿 舎 等 の 維 持 管 理 業 務 を 発 注 者 又 は 発 注 者 の

指 定 す る 者 に 引 き 継 ぐ も の と す る 。  

2  発 注 者 は 、 維 持 管 理 業 務 に 関 す る 部 分 の み が 解 除

さ れ た 日 か ら 1 0 日 以 内 に 解 除 に か か る 公 務 員 宿 舎
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等 の 現 況 を 検 査 し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に

お い て 、受 注 者 は 、発 注 者 の 検 査 に よ り 不 適 合 と 認

め ら れ た 場 合 は 、直 ち に 、公 務 員 宿 舎 等 の す べ て が

要 求 水 準 書 で 示 し た 性 能 及 び 機 能 が 発 揮 で き 、 著

し い 損 傷 が な い 状 態 で 発 注 者 へ 引 継 げ る よ う 必 要

な 補 修 、更 新 そ の 他 必 要 な 対 処 を 行 う 。た だ し 、性

能 及 び 機 能 を 満 足 す る 限 り に お い て 、 経 年 に お け

る 劣 化 は 、 こ の 限 り で な い 。 な お 、 発 注 者 は 、 受 注

者 に 対 し 、相 当 な 期 間 を 定 め て 必 要 な 補 修 、更 新 そ

の 他 必 要 な 対 処 を 求 め て も そ の 本 旨 に 適 っ た 履 行

が な さ れ な い と 合 理 的 に 認 め る と き は 、 こ れ を 第

三 者 に 行 わ せ 、 そ の 費 用 の 全 額 を 受 注 者 に 請 求 す

る こ と が で き る 。  

3  受 注 者 は 、 前 項 に 基 づ き 発 注 者 か ら 修 補 を 求 め ら

れ た 場 合 、必 要 な 修 補 を 実 施 し た 後 速 や か に 、発 注

者 に 対 し 、 修 補 が 完 了 し た 旨 を 通 知 し な け れ ば な

ら な い 。発 注 者 は 、前 項 の 通 知 を 受 領 後 1 0 日 以 内 に

修 補 の 完 了 の 検 査 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

4  維 持 管 理 業 務 の 一 部 が 解 除 さ れ た 場 合 、 以 後 、 そ

の 解 除 さ れ た 部 分 に つ い て の 対 価 は 支 払 わ れ な い

も の と す る 。  

 

第 7 1 条  ( 保 全 義 務 )   

受 注 者 は 、 本 契 約 解 除 ( 維 持 管 理 業 務 の 部 分 の み

が 解 除 さ れ た 場 合 を 含 む 。 ) の 通 知 の 日 か ら 第 6 9 条

第 1 項 に よ る 引 渡 し 若 し く は 第 7 0 条 第 1 項 に よ る 維

持 管 理 業 務 の 引 継 ぎ 完 了 の と き ま で 、 解 除 に か か

る 公 務 員 宿 舎 等 又 は そ の 出 来 形 部 分 に つ い て 、 自

ら の 負 担 で 善 良 な る 管 理 者 と し て の 注 意 を も っ て

維 持 保 全 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 

第 7 2 条  ( 関 係 書 類 の 引 渡 し 等 )   

1  受 注 者 は 、発 注 者 に 対 し 、第 6 9 条 第 1 項 に よ る 引 渡

し 若 し く は 第 7 0 条 第 1 項 に よ る 維 持 管 理 業 務 の 引

継 ぎ 完 了 と 同 時 に 、 設 計 図 書 、 し ゅ ん 工 図 書 ( た だ

し 、 本 契 約 が 公 務 員 宿 舎 等 の 引 渡 前 に 解 除 さ れ た

場 合 、 図 面 等 に つ い て は 事 業 者 が す で に 作 成 を 完

了 し て い る も の に 限 る 。 ) 等 解 除 に か か る 公 務 員 宿

舎 等 の 建 設 及 び 修 補 に か か る 書 類 そ の 他 公 務 員 宿

舎 等 の 建 設 、 維 持 管 理 に 必 要 な 書 類 一 切 を 引 渡 さ
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な け れ ば な ら な い 。  

2  発 注 者 は 、 第 1 項 に 従 い 引 渡 し を 受 け た 図 書 等 に

つ い て 、 解 除 に か か る 公 務 員 宿 舎 等 の 維 持 管 理 の

た め に 無 償 で 自 由 に 使 用 ( 複 製 、 頒 布 、 改 変 及 び 翻

案 を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ) す る こ と が

で き る も の と し 、受 注 者 は 、発 注 者 に よ る か か る 図

書 等 の 自 由 な 使 用 が 第 三 者 の 著 作 権 及 び 著 作 者 人

格 権 を 侵 害 し な い よ う 、 必 要 な 措 置 を と る も の と

す る 。  

 


